
新型コロナウイルス感染症にかかわる出席停止措置について

瀬戸ひなご幼稚園

全園児

令和４年１月２６日

昨日は、臨時休園にご協力いただきありがとうございます。

愛知県教育委員会・瀬戸市教育委員会の指示を受け、下記のように変更いたします。

お子様の感染予防のため、皆様のご理解ご協力をお願い致します。

①～⑦で欠席の場合、全て『出席停止』扱いにさせていただきます。

①園児本人が、陽性者になった場合 保健所の指示に従って下さい。

②園児本人が、濃厚接触者になった場合 『陽性』→保健所の指示に従って下さい。

『陰性』→10日間程度の経過観察後、登園可。

③園児本人が、発熱の場合 検査を受け『陽性』→保健所の指示に従って下さい。

検査を受け『陰性』→解熱後７２時間の経過観察後、

体調が良ければ、登園可能。

④同居家族が、陽性者になった場合 『陽性』→保健所の指示に従って下さい。

『陰性』→10日間程度の経過観察後、登園可。

⑤同居家族が、濃厚接触者になった場合 対象の家族が『陽性』→上の②と同じ対応です。

対象の家族が『陰性』→お子様の登園可。

⑥同居家族が、発熱・風邪症状の場合 ご家族が検査を受け『陽性』→上の②と同じ対応です。

検査を受けなくてよい場合→解熱後、体調が良ければ登園可。

ご家族が検査を受け『陰性』→お子様の登園可。

ご家族が検査を受けなくてよい場合→お子様の登園可。

※発熱の場合は、必ず受診して下さい。


